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午前９時００分開会 

○議長(山下 壽君)  おはようございます。ただ今から、平成２３年第７回川南町議会臨時会を

開会します。これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元にお配りしてあるとおり

であります。しばらく休憩します。全員、議員控室に移動お願いします。 

午前９時０１分休憩 

午前９時４２分再開 

○議長(山下 壽君)  会議を再開します。休憩前に引き続き会議を続行します。 

 日程第 １ 「諸般の報告について」 

を行います。前回の議会から、本日までの主な事柄、及び定期監査の結果、並びに例月出納検

査の結果については、お手元にお配りした別紙のとおりであります。以上で報告を終わります。 

 日程第 ２ 「会期の決定について」 

を議題とします。お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。したがって、会期は、本日１日間とすることに決定しました。 

 日程第 ３ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定によって、【内藤 逸子】君及び【児

玉 助壽】君を指名します。 

 日程第 ４ 議案第４２号 「平成２３年度交付建設第２－Ａ１０９－１号松原・通山線松原下 

                  橋上部工事の請負契約について」 

を議題とします。朗読は省略します。本議案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長(日髙 昭彦君)  議案第４２号につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。この

議案は、平成２３年度交付建設第２－Ａ１０９－１号松原・通山線松原下橋上部工事の請負契約

を締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求めるものでござ

います。よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願いいたします。 

○議長(山下 壽君)  これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議員(内藤 逸子君)  １つの橋の工事に対して、当初予算案の説明の際、２回に分けること

は説明がなかったと私は思ってるんですが、上部工事と下部工事に分けた理由、メリットについ

てお尋ねします。 

○建設課長(村井 俊文君)  上部工と下部工を分けた理由はですね、内藤議員のご質疑にお

答えします。上部工と下部工の分離につきましては、事業費がですね、一括でしますと大変な事

業費になりますので、１年目は下部工、であの、アバット２基をつくるんですが、これがやっぱり養

生期間がいりますので、すぐにですね、上部工を乗せるということは不可能でございますので、２
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カ年に分けてやっております。以上でございます。 

○議長(山下 壽君)  ほかにありませんか。 

○議員(児玉 助壽君)  ４２号についてでありますが、この入札のなんを見ると、まあ、９９．７％と

かやっぱり約１００％じゃけんどん、まあ、これ、上限下限の設定はあるわけね。上限も。上限下限

があるっちゅうことじゃったらですよね。まあ、時代が変わったち言われればそれまでか知らんけど

も、前はこの、予定価格とこの下限の間で入札、競合しとったこちゃあったけんどん。これ見っと、

予定価格が下限価格になっとるような感じもすっとやけんどんよ。これ、今見っと。みんな予定価

格より高えわけじゃがよ。もう予定価格がまあ、以前より下っとっとか知らんけんどんよ。その、前の、

以前の予定価格と今予定価格の設定が変わっとるかも知れんけんどんよ。変っとっとか知らん、

下げたとか知らんけんどん、こんげ見とっと、まあ、予定価格より上に入れとっちゅこつを見っとよ、

この予定、こういう金額じゃねえと仕事がでけんちゅう意味もあっとやちぃ思うっちゃがよね、おっ

どん。この金額で、まあ、仕事した場合よね、この、立派な仕事がこらでくっとやろかいちゅうこつも

考えとるわけですよ。これをこうっつ見っと。時代は変わったわと、変わったかいか知らんけんどん、

前は予定価格と最低ぎりぎり下限価格の間で競合しよったわ。入札。だいたい。今度、何してみ

たら、まあ、１００％近くやかいよ。上限と予定価格との間で入札されとるような感じになったもんじ

ゃかいよ。予定価格を下げとった場合よね、ほんだら、立派な仕事がでくっとやろかいっちかい、

思とっとよ。そこ辺はどんげ考えとりますか。 

○議長(山下 壽君)  暫時休憩いたします。 

午前９時５２分休憩 

午前９時５５分再開 

○議長(山下 壽君)  会議を再開いたします。 

○総務課長(吉田 一二六君)  児玉議員のご質問にお答えしたいと思います。あくまでもです

ね、実施設計からですね、ある程度の率を入れまして、予定価格を設定しております。その予定

価格以下ということでですね、落札業者が決まるということになっております。当然ですね、下限

のほうの制限価格のほうも一応設定はさせていただいたところでございます。以上です。 

○議員(児玉 助壽君)  あんまり納得いかんかったっちゃけんどん。じゃかい、まあ、近頃、これ

は、あの、落選してぶらぶらしとったかい、世の中が変わったとがわからんかい、なんじゃけんどん、

臨時議会があんまり多い過ぐるごちゃるもんじゃかいよ。まあ、当初予算で予算が計上されとっち

ゃかいよ。と、まあ、この、入札して契約すっともよ、定例議会に提案でくるように調整してもらうと

よ、こんげな審査もちゃんとていねいにできてよ、誤解を生じるようなこつもねえっちゃと思うっちゃ

けんどんよ。そこ辺の調整をよ、今後はおらあしてもらいてえっち思うっちゃけんどんよ。ま、そこ辺

のとこ、検討してもらうと非常にうれしいっちゃけんどん。 

○議長(山下 壽君)  ほかに質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま
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す。 

 これから、議案第４２号「平成２３年度交付建設第２－A１０９－１号松原・通山線松原下橋上部

工事の請負契約について」討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで

討論を終わります。 

 これから議案第４２号について、採決します。お諮りします。本案は、原案のとおり決定すること

に、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。したがって、議案第４２号「平成２３年度交付建設第２－A１０９－１号松

原・通山線松原下橋上部工事の請負契約について」は、原案のとおり可決されました。 

 日程第 ５ 「議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件」 

を議題とします。議会運営委員長から、会議規則第７４条の規定によって、お手元にお配りしまし

た「本会議の会期日程等議会の運営に関する事項」について、閉会中の継続審査の申し出があ 

ります。お諮りします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないので、そのように決定しました。 

 以上で、本日の日程は、全部終了しました。これで、平成２３年第７回川南町議会臨時会を閉

会します。おつかれさまでした。 

午前９時５９分閉会 

 


